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平成２４年度 第１回 熊谷市自治基本条例審議会 次第 

 

日時：平成２４年７月 2６日（木）午後 2 時 

場所：熊谷市役所３０３会議室 

 

１ 開 会 

 

 

２ 委嘱状の交付 

 

 

３ 市長あいさつ 

 

 

４ 委員の紹介 

 

 

５ 会長・副会長の選出 

 

 

６ 議 事 

 

⑴ 市民生活満足度について 

 

⑵ その他 

 

 

７ 閉 会 
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熊谷市自治基本条例審議会委員名簿 

 

№ 

委員区分 

（条例第３条第２項に 

よる区分） 

氏 名 

1 第１号 山口 雅功 

2 第１号 依田 悦代 

3 第１号 出浦 尚明 

4 第１号 新  秀明 

5 第１号 小谷野 操男 

6 第１号 上村 悦子 

7 第２号 鈴木 邦明 

8 第２号 千野 清子 

9 第２号 駒宮 淳子 

（敬称略） 
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市民生活満足度の経年変化の状況について 

          
 

質問 回答の選択肢 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

 問１ 

 

 熊谷市の住みごこち 

 はどうですか。 

１ 住みやすい  または 

２ どちらかといえば住みやすい 
81.0% 81.1% 77.4% 78.9% 

３ あまり住みやすくない  または 

４ 住みにくい 
15.2% 14.7% 15.8% 17.1% 

５ わからない 3.8% 4.2% 6.8% 4.0% 

 問２ 

 

 あなたは、熊谷市に 

 これからも住み続け 

 たいと思いますか。  

１ 続けて住みたい  または 

２ できれば続けて住みたい 
79.6% 78.8% 80.4% 80.2% 

３ できればよそに移りたい  または 

４ すぐにでもよそに移りたい 
11.5% 12.9% 12.8% 11.9% 

５ わからない 8.9% 8.3% 6.8% 7.9% 

 （問２で１または２と 

  回答した場合） 

 

 問２－１ 

  

 続けて住みたいと思 

 う理由は何ですか。 

１ 生活環境がよいから 11.5% 11.6% 12.8% 14.4% 

２ 自然環境がよいから 14.4% 12.6% 11.4% 12.9% 

３ 交通の便がよいから 10.8% 10.9% 10.0% 10.8% 

４ 通勤・通学に便利だから 3.6% 4.9% 5.6% 4.4% 

５ 教育環境がよいから 0.3% 0.4% 0.5% 0.9% 

６ 人間関係がよいから 4.1% 4.8% 4.7% 4.3% 

７ 友人・知人・親戚が多いから 15.9% 15.8% 16.3% 14.7% 

８ 長年（永年）住みなれているから 34.6% 33.7% 35.3% 32.3% 

９ スポーツや文化施設が多いから（Ｈ22 以外）・物価

が安いから（H22） ※年度により、質問項目が相違 
1.9% 2.0% 1.0% 1.7% 

10 その他 3.0% 3.4% 2.5% 3.6% 

 （問２で３または４と 

  と回答した場合） 

 

 問２－２ 

  

 よそに移りたいと思う 

 理由は何ですか。 

１ 生活環境が悪いから 17.1% 16.8% 14.7% 18.1% 

２ 自然環境が悪いから 10.2% 10.4% 9.6% 9.4% 

３ 交通の便が悪いから 22.5% 22.9% 27.8% 27.1% 

４ 通勤・通学に不便だから 11.9% 13.6% 10.8% 12.4% 

５ 教育環境が悪いから 3.4% 4.7% 4.9% 5.0% 

６ 人間関係がよくないから 7.5% 6.5% 6.1% 5.0% 

７ 友人・知人・親戚が少ないから 5.1% 5.7% 7.6% 7.0% 

８ イメージがよくないから 2.4% 1.8% 4.4% 3.0% 

９ スポーツや文化施設が少ないから（Ｈ22 以外）・物

価が高いから（H22） ※年度により、質問項目が相違 
6.5% 3.2% 3.7% 4.0% 

10 その他 13.3% 14.3% 10.3% 9.0% 
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 問３ 

 

 あなたは、市政につ 

 いて関心があります 

 か。 

１ たいへん関心がある  または 

２ 関心がある 
65.8% 66.6% 61.6% 65.0% 

３ あまり関心がない  または 

４ まったく関心がない 
34.2% 33.4% 38.4% 35.0% 

 （問３で１または２と 

  回答した場合） 

 

 問３－１ 

 

 市政に関心があるの 

 はどんな理由からで 

 すか。 

１ 自分の暮らしに直接関係があるから 65.0% 63.8% 69.9% 65.4% 

２ 市政を身近に感じているから 5.1% 6.4% 6.2% 5.2% 

３ 政治・行政に興味があるから 5.8% 6.6% 5.9% 6.6% 

４ 市をもっとよくしたいから 16.7% 16.3% 11.2% 14.7% 

５ 市民としての義務であるから 6.6% 6.4% 6.2% 6.7% 

６ その他 0.9% 0.5% 0.4% 1.4% 

 （問３で３または４と 

  回答した場合） 

 

 問３－２ 

  

 市政に関心がないの 

 はどんな理由からで 

 すか。 

１ 自分の暮らしにあまり関係がないから 8.2% 10.4% 15.3% 11.2% 

２ 個人の意見は行政に反映されにくいと思う

から 
52.4% 50.9% 44.9% 49.1% 

３ 政治・行政に興味がないから 12.1% 14.6% 12.4% 11.7% 

４ いそがしくて市政について考えるひまがな

いから 
16.6% 14.1% 19.2% 17.0% 

５ 市政は市役所の仕事であると思うから 4.4% 5.0% 3.8% 4.1% 

６ その他 6.3% 5.0% 4.3% 6.9% 

 問４ 

 

 あな たは、熊谷市の 

 行政運営に対して特 

 にどのようなことを望 

 みますか。 

１ 地域と行政の連携強化、住民参画や協働

の推進 
    11.6% 11.7% 

２ 民間活力の導入（民間による施設管理な

ど） 
    6.3% 10.1% 

３ 無駄の削減などの行政改革や健全な行政

運営 
    28.4% 26.5% 

４ 市役所職員の資質向上     10.4% 9.5% 

５ 窓口業務の迅速化・手続きの簡素化     13.1% 12.0% 

６ 閉庁日や時間外などの行政サービスの対

応 
    12.0% 10.5% 

７ 親しみのもてる市役所の環境づくり     9.7% 10.0% 

８ 情報公開の推進     5.3% 6.3% 

９ その他     1.1% 1.4% 

１０ 特にない     1.9% 1.9% 
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 問５ 

 

 今後の行政サービス 

 のあり方について、 

 あなたの意見に近い 

 ものはどれですか。 

１ 行政サービスの水準が多少低下しても、税

などの市民負担は軽い方がよい 
    23.1% 19.4% 

２ 行政サービスの水準は上げて欲しいが、

負担が増えるなら現在と同じ程度でよい 
    41.9% 42.0% 

３ 多少負担が増えても行政サービスの水準

を上げて欲しい 
    8.7% 10.8% 

４ 市民全体の負担を増やすよりも、サービス

利用者の負担を増やしたほうがよい 
    16.1% 17.9% 

５ その他     3.9% 4.5% 

６ わからない     6.3% 5.3% 

 問６ 

 熊谷の宝として全国 

 に発信できるものは、 

 どのようなものがあり 

 ますか。 

（略）         

      
（備考）  

     
１ 毎年度実施している「市民生活の現状および満足度についてのアンケート調査」の集計結果を元に、  

 作成してあります。具体的には、本調査のうち、「Ⅰ 住みごごちや市政への関心についてうかがいま 

す」の部分について、経年変化をまとめたものです。 
 

  なお、平成 22 年度については、「市民意識調査」と併せて調査を実施しました。 
 

２ 端数処理の関係で、割合の合計が 100％にならない場合があります。 

  また、無回答を除いて集計しています。 
   

３ 文字の色が薄い部分は、年度によって質問事項が異なっているため、経年比較できない項目です。  
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熊谷市自治基本条例 

平成１９年９月２８日 

                        条例第３０号 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 基本原則（第３条－第５条） 

第３章 市民の権利及び責務（第６条－第８条） 

第４章 議会の責務（第９条・第１０条） 

第５章 市長及び職員の責務（第１１条・第１２条） 

第６章 参加及び協働（第１３条－第１５条） 

第７章 市政運営（第１６条－第２２条） 

第８章 自治基本条例審議会の設置（第２３条） 

第９章 条例の位置付け等（第２４条・第２５条） 

附則 

私たちのまち熊谷市は、関東の母なる二大河川荒川と利根川を市域に抱え

た初めての都市として誕生し、埼玉県北部において中心的な役割を担ってい

ます。 

その大河の流れと悠久の歴史の中で、先人たちは豊かな大地の恵みを受け

て、幾多の困難を乗り越えながら誇りある伝統と文化をはぐくんできました。 

そして今、刻々と変化する現代にあって、未来を想
おも

い子どもたちの夢に希

望を託すとき、私たち熊谷市民は、自由・平等・友愛・平和の精神を基本と

し、進取の気概をもって魅力的な地域社会を築いていかなければなりません。 

そのためには、自由には責任があり権利には義務が伴うことを自覚し、お

互いの理解と尊重をもとに、役割を分担し協力し合うことが必要です。 

よって、ここに市民を主体とした参加と協働による自治の実現を基本理念

とした熊谷市自治基本条例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、本市の自治の基本原則を定め、自治の推進に関する市

民、議会及び行政の役割を明らかにすることにより、市民主体のまちづく

りを推進し、もって豊かで活力ある地域社会を実現することを目的としま

す。 

（用語の定義） 
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第２条 この条例において使用する用語の意味は、次のとおりとします。 

⑴ 市民 市内に住み、若しくは市内で働き、学び、若しくは活動する人

又は次号に規定する事業者をいいます。 

⑵ 事業者 市内において、営利又は非営利の活動、公共的活動その他の

活動を営む個人及び団体をいいます。 

⑶ まちづくり 住み良いまち及び豊かで活力ある地域社会をつくるため

の活動をいいます。 

⑷ 協働 まちづくりのために、市民及び市が、それぞれの役割及び責任

の下で、課題の解決に向け共に考え、行動することをいいます。 

⑸ コミュニティ 地域社会を形成する組織及び集団をいいます。 

第２章 基本原則 

（市民参加の原則） 

第３条 まちづくりは、市民一人一人が主体となりこれを推進することとし、

市は、市民に市政への参加の機会を保障することを原則とします。 

（協働の原則） 

第４条 市民及び市は、知恵を出し合い、協働によりまちづくりを進めるこ

とを原則とします。 

（情報共有の原則） 

第５条 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有することを原則とし

ます。 

第３章 市民の権利及び責務 

（市民の権利） 

第６条 市民は、まちづくりの主体であり、市政に参加する権利を有します。 

２ 市民は、市政に関する情報を知ることができます。 

（市民の責務） 

第７条 市民は、主体的にまちづくりに参加するよう努めます。 

２ 市民は、自らの持つ知識及び能力をまちづくりにいかすよう努めます。 

３ 市民は、自ら考え行動するためにまちづくりについて学ぶよう努めます。 

（事業者の責務） 

第８条 事業者は、地域社会の一員として地域社会との調和を図り、まちづ

くりに貢献するよう努めます。 

第４章 議会の責務 

（議会の責務） 

第９条 議会は、市政の監視や政策の立案に当たっては、市民の意思が市政

に反映されるよう努めます。 

２ 議会は、情報の公開を進め、開かれた議会運営に努めます。 
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（議員の責務） 

第１０条 議員は、積極的に市民の意向を把握し、市民全体のために職務を

行うことにより、まちづくりに貢献するよう努めます。 

２ 議員は、議会及び議員活動に関する情報について、市民に説明するよう

努めます。 

第５章 市長及び職員の責務 

（市長の責務） 

第１１条 市長は、この条例の基本原則にのっとり、誠実かつ公正に市政運

営に当たります。 

２ 市長は、市政運営に当たっては、市民参加の機会を拡充し、市民の意見

を適切に反映するよう努めます。 

（職員の責務） 

第１２条 職員は、全体の奉仕者として、常に自己研鑽
さん

に努め、誠実かつ公

正に職務を行います。 

２ 職員は、積極的にまちづくりの推進に当たります。 

第６章 参加及び協働 

（市民参加及び協働の推進） 

第１３条 市は、市民参加及び協働によるまちづくりの推進に努めるととも

に、その体制を整備します。 

２ 市は、重要な施策の立案、実施及び評価の過程に市民が主体的に参画で

きるよう努めます。 

３ 市は、情報の提供、相談その他必要な措置を講じることにより、市民と

の連携を図ります。 

（審議会等の委員の選任） 

第１４条 市は、審議会等の委員を選任するときは、その委員の一部を公募

するよう努めるとともに、男女の均衡等委員の構成に配慮します。 

（コミュニティ） 

第１５条 市民は、コミュニティの意義と必要性を理解し、自主的にコミュ

ニティの活動に参加するよう努めます。 

２ 市は、活力ある地域社会を実現するためにコミュニティの育成を図り、

その活動を支援します。 

第７章 市政運営 

（情報の提供） 

第１６条 市は、市政に関する情報を市民に分かりやすい方法で適切に情報

提供するよう努めます。 
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（個人情報の保護） 

第１７条 市は、市民の権利及び利益の保護を図るため、個人情報を適正に

管理します。 

（説明責任） 

第１８条 市は、重要な施策の立案、実施及び評価の過程について、市民に

分かりやすく説明するよう努めます。 

（応答責任） 

第１９条 市は、市民の提案、意見、苦情及び要望に対して速やかに、かつ、

誠実に応答するよう努めます。 

（意見公募手続） 

第２０条 市は、市民生活に関する重要な条例の制定及び計画の策定等に当

たっては、意思決定前にその内容を公表し、市民に意見を求めるとともに、

意見に対する考え方を公表します。 

（都市経営） 

第２１条 市長は、行政組織の簡素化を推進するとともに、計画的かつ効率

的な施策の展開により健全な財政運営に努めます。 

２ 市長は、市民の負担の適正化を図るよう努めます。 

（行政評価） 

第２２条 市は、施策の成果目標を明確にするとともに、効率的かつ効果的

な市政運営を行うために行政評価を実施し、その結果を公表します。 

２ 市は、行政評価の結果を検証し、施策に反映させるよう努めます。 

第８章 自治基本条例審議会の設置 

（自治基本条例審議会の設置） 

第２３条 この条例の適切な運用を図るため、熊谷市自治基本条例審議会を

設置します。 

２ 熊谷市自治基本条例審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条

例で定めます。 

第９章 条例の位置付け等 

（条例の位置付け） 

第２４条 この条例は、本市の自治の基本を定めた条例であることから、市

民及び市は、この条例の趣旨を最大限に尊重し、これを誠実に遵守します。 

（条例の見直し） 

第２５条 市長は、社会情勢の変化に対応するため、必要に応じてこの条例

を見直します。 

附 則 

 この条例は、平成１９年１０月１日から施行します。 
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熊谷市自治基本条例審議会条例 

平成１９年９月２８日 

                        条例第３１号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、熊谷市自治基本条例（平成１９年条例第３０号）第 

２３条第２項の規定に基づき、熊谷市自治基本条例審議会（以下「審議会」

という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、熊谷市自治基本条例の推進について、市長の諮問に応じ

調査審議し、答申するとともに、必要に応じ建議することができる。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 知識経験を有する者 

⑵ 公募による市民 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合にお

ける補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

 この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。 

 


